
第７回多可町子ども・子育て会議

平成２７年５月１９日（火）

午後 3 時～午後 4 時 30 分

多可町中央公民館  中会議室

１．開  会

２．委嘱状交付

３．教育長あいさつ

４．自己紹介

５．正副会長の選出

６．報告・協議事項

１）町内保育施設・幼稚園在籍数／就学前年齢別人口（小学校区別）

資料

２）「子ども・子育て支援新制度」に移行して

・みどりこども園、あさかこども園、四恩こども園、ちびっこランドらくえん

・放課後児童クラブ（小学校４～６年生まで拡大）の状況

３）平成２７年度の取り組みと検討課題について

  ・園訪問

・幼稚園教育研修事業、５歳児交流会（資料）

・保育料の見直し（資料）

・通園バス（資料）

・病児保育事業（資料）

・両キッズランドの民営化（資料）

・育児休業取得中の継続利用について

７．その他

１）次回の会議開催予定 第２回子ども・子育て会議

 日 時  平成 27 年 8 月 日（ ）午後 3 時～午後 5 時  
 場 所  多可町中央公民館 中会議室



任期H27.4.1～H29.3.31 （順不同・敬称略）

区分 選出区分 委員氏名 所　　属　　等 備考

鈴 木 正 敏 兵庫教育大学

木俣美代子 前キッズランドかみ所長

荻野三重子 あさかこども園保護者

市 位 か お り 四恩こども園保護者

藤 原 彩 美 キッズランドかみ保護者

橋 本 尚 子 キッズランドやちよ保護者

高 見 英 明 八千代南小学校長

高 橋 邦 栄 みどりこども園長

清水谷 善道 あさかこども園長

岡 原 静 四恩こども園長

上 野 仁 久 ちびっこランドらくえん施設長

多方由紀美 キッズランドかみ所長

萬 浪 久 恵 キッズランドやちよ所長

藤 田 建 三 区長会

笹 倉 隆 民生委員児童委員協議会

岡 本 美 紀 子育てふれあいセンター

委員16名

事　務　局

岸 原 章 教育長

今 中 孝 介 こども未来課長

足立貴美代 こども未来課副課長

4号 地域・関係機関代表

多可町教育委員会

平成27年度　多可町子ども・子育て会議　名簿

1号 識見を有する者

2号 保護者代表

3号 学校園代表



多可町子ども・子育て会議条例 

平成25年 6月25日 

条例第  28 号 

（設置） 

第１条 多可町に、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規

定に基づき、多可町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」とい

う。）を置く。 

（任務） 

第２条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

第77条第１項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉

法（昭和22年法律第164号）その他の子どもに関する法律による施策について

町長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。 

２ 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ

町長又は教育委員会に建議することができる。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者の中から、町長が教育委員会の意見を聴いて委

嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 子どもの保護者 

(3) 子ども・子育て支援法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関

する事業に従事する者 

(4) 関係団体の推薦を受けた者 

(5) 町民 

２ 町長は、前項第５号に規定する町民の中から委員を委嘱しようとするとき

は、公募を行うものとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ 委員は、非常勤とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の中から

互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、



その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（ 以下「会議」という。）は、会長が招集

し、議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（事務） 

第７条 子ども・子育て会議の事務は、こども未来課において処理する。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 町は、委員に対し、多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費

用弁償に関する条例（平成 17年多可町条例第 42号）の定めるところにより、

報酬を支給し、及び職務を行うための費用を弁償する。 

（委任） 

第９条 前各条に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な

事項は、子ども・子育て会議が町長及び教育委員会の同意を得て定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

 （召集の特例） 

２ 最初に召集される会議は、第６条の規定にかかわらず、町長が召集する。 



平成２７年度　保育施設・幼稚園在籍数 H27.4.1

0 1 2 3 4 5

新規 3 7 6 2 2 2 22

継続 5 11 9 12 15 52

受託新規 0

受託継続 3 3

幼稚園部 7 6 9 22 22

3 12 17 18 23 26 99 99

新規 3 6 3 4 6 1 23

継続 6 12 19 26 23 86

受託新規 1 1

受託継続 1 1 2

幼稚園部 8 2 5 15 15

4 13 15 31 35 29 127 127

新規 1 2 3

継続 4 7 8 12 9 40

受託新規 0

受託継続 1 3 1 5

幼稚園部 1 1 2 2

1 6 8 12 13 10 50 50

新規 3 4 9 3 3 4 26

継続 5 14 29 18 32 98

受託新規 0

受託継続 3 1 4

幼稚園部 12 9 17 38 38

3 9 26 44 30 54 166 166

新規 1 1 3 2 1 1 9

継続 7 17 17 18 31 90

受託新規 2 2

受託継続 1 1

幼稚園部 22 12 14 48 48

1 8 20 43 31 47 150 150

町内 1 3 1 5

受託 2 1 3

0 3 4 1 0 0 8 8

日野保育園 委託 1 1 1

黒田庄保育園 委託 1 1 1 3 3

認定こども園わだ 委託 1 1 2 2

0 2 1 1 1 1 6 6

認定こ西脇保育所 委託 1 2 1 1 5 5

0 1 0 2 1 1 5 5

12 54 91 152 134 168 611 611 611

保育所（園）名 区分
年　　　齢

小計 合計
保
幼

合　　計

キッズランド
かみ
定員　保150
　　　　幼160

小　　計

小　　計

8

ちびっこランドらくえ
ん定員　保9 8

128

102

小　　計
5

小　　計

6

276

316

小　　計

小　　計

キッズランド
やちよ
定員　保120
　　　　幼160

小　　計

小　　計

みどりこども園
定員　保75
　　　　幼15

あさかこども園
定員　保90
　　　　幼25

四恩こども園
定員　保60
　　　　幼15

77

112

48



H27.4.1現在

年齢別人口（0歳児～5歳児） 単位：人

生年月日

中町南小学校 249

中町北小学校 136

中区計 385

松井小学校 132

杉原谷小学校 108

加美区計 240

八千代南小学校 152

八千代北小学校 39

八千代西小学校 34

八千代区計 225

合計 850 165

47

4

137

33

5

8

H21.4.2～H22.4.1

5歳児

139131

28

3

39

6

166

42

6

4

22

49

7

36

53

23

合計
0歳児 1歳児

22

24

20

50

32

H23.4.2～H24.4.1

3歳児

H22.4.2～H23.4.1

4歳児

23

41

53

25

28

71

31

13

18

73

30

65

24

38

20

18

29

8

25

41

15

26

3

112

36

10

9

17

2歳児

12

12

52

14

38

H26.4.2～H27.4.1

24

35

H24.4.2～H25.4.1

59

36

H25.4.2～H26.4.1

65





幼稚園教育研修事業助成金について 

◆趣旨 

平成２７年度に認定こども園（幼保連携型）となった多可町内の教育・保育施設に対し、保育

の充実及び幼稚園教育の質の向上を図るため、職員を研修に派遣するにあたって必要な経費（日

当、旅費等）を助成するものである。 

また、今年度は小学校への接続が円滑に行われるようにするため、小学校体験研修を取り入れ、

学びの連続性を意識し、就学前の時期に育てたい力を再認識する機会とする。 

◆助成金の額および交付方法 

１万円×３日間×６回＝１８万円を１園あたり交付  H27予算額 ５４万円 

実績報告により翌年４月に交付 

◆研修計画について 

・研修は、１回あたり３日程度。 

５月１８日（月）～２０日（水）／１０月２６日（月）～２８日（水）

･･･中町南小学校（あさかこども園・四恩こども園） 

中町北小学校（みどりこども園） 

６月 ８日（月）～１９日（金）･･･ 加西市北条東こども園（１こども園ずつ）期間中３日間 







日 9:30～10:00 10:00～10:15 10:20～11:10 11:20～11:30

　5月21日（木） 　初めの会（各園紹介・ふれ合い遊び） 英語で遊ぼう 自由遊び 終わりの会

　6月18日（木） 　初めの会（ふれ合い遊び） 英語で遊ぼう 自由遊び 終わりの会

　7月16日（木） 　初めの会（英語で遊ぼう　10:00まで） 終わりの会

　8月20日（木） 　初めの会（英語で遊ぼう　10:00まで） 終わりの会

10月15日（木）

11月19日（木） 　初めの会（ふれ合い遊び） 英語で遊ぼう 自由遊び 終わりの会

12月17日（木） 　初めの会（ふれ合い遊び） 英語で遊ぼう 自由遊び 終わりの会

　1月21日（木） 　初めの会（ふれ合い遊び） 英語で遊ぼう 自由遊び 終わりの会

平成27年度　中区5歳児交流会計画（案）

プール遊び　または　５，６月と同じ

プール遊び　または　５，７月と同じ

多可町内5歳児交流会

持ち物：帽子、上靴、水筒

・基本として、交流会では遊戯室と西側保育室の2部屋（うめ組、もも組）を使用します。
・初めの会と英語で遊ぼうは遊戯室で行うことを基本とします。
・終わりの会は運動場（雨天の場合、遊戯室）で行います。
・自由遊びは、運動場、遊戯室、西側保育室の2部屋（うめ組、もも組）を使用します。（職員の人数が少ない場合は遊戯室
は使用しません）
・バスの利用申し込みは各こども園で行ってください。



　　　内　容

時　間 内　　　　　　　容 備　　　考

9:20 旧中町幼稚園着

9:30 遊戯室に集合する 進行　北藤

初めの会

　各園紹介　　①みどりこども園 紹介　各園の先生

　　　　　　　　　②あさかこども園

　　　　　　　　　③四恩こども園

ふれ合い遊びをする 進行　北藤

　　　　　　　　　①どうぶつ体操 CD・・・

　　　　　　　　　②仲間集めゲーム

　　　　　　　　　③なべなべそこぬけ

10:00 英語で遊ぼう

　　　　　　　　①ALT自己紹介等　　（10:15まで）

10:20 自由遊び 場所　うめ組・もも組

　　　　運動場

11:10 片付ける （雨天の場合遊戯室）

11:20 終わりの会 場所　遊戯室

11:30 バスに乗車し帰園する

持ち物：帽子、上靴、水筒

　　　　・遊戯室と西側保育室の2部屋（うめ組、もも組）を使用します。
　　　　・初めの会と終わりの会、英語で遊ぼうは遊戯室で行います。
　　　　・自由遊びは、運動場、西側保育室の2部屋（うめ組、もも組）を使用します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今回は遊戯室を使用しません。雨天の場合は使用します。）
　　　　・バスの利用申し込みは各こども園で行ってください。

第1回　 中区5歳児交流会　 計画（ 案）

　　　日　時　　　平成27年5月21日（木）午前9時30分～午前11時30分

　　　持ち物　　　帽子、上靴、水筒

　　　場　所　　　旧中町幼稚園

　　　ねらい　　　中区内の5歳児（就学前児）の親睦を図る



平成２７年度保育所徴収金基準額表    （月額/人、単位：円） 

階

層
階層区分 該当者 乳児

１・２歳

児
３歳児 ４歳児

５歳児

※1 
第１ 生活保護法による被保護世帯（単世帯を含む） 0 0 0 0 0
第

２
町民税 非課税世帯

45 人 
9.4％ 8,100 8,100 5,400 5,400 5,400 

第

３
所得割課税額  48,600 円未満 71 人 

14.8％ 17,500 17,500 14,800 14,800 14,800 

第

４
所得割課税額

48,600 円以上 67 人 
14.0％ 25,000 25,000 22,300 22,300 

16,500

73,000 円未満 

第

５
所得割課税額

73,000 円以上 72 人 
15.0％ 27,000 27,000 24,300 24,300 

97,000 円未満 

第

６
所得割課税額

97,000 円以上 99 人 
20.7％ 38,000 38,000 35,300 30,500 

133,000 円未満 

第

７
所得割課税額

133,000 円以上 35 人 
7.3％ 40,000 40,000 37,300 

32,500 

169,000 円未満 

第

８
所得割課税額

169,000 円以上 52 人 
10.9％ 52,900 52,900 

38,000 

235,000 円未満 

第

９
所得割課税額

235,000 円以上 21 人 
4.4％ 54,900 54,900 

301,000 円未満 

第

10 所得割課税額
301,000 円以上 16 人 

3.3％ 72,000 72,000 
397,000 円未満 

第

11 所得割課税額  397,000 円以上 1 人 
0.2％ 93,600 79,200 

※１ 町内の保育所に通所している児童に限ります。

※児童の属する世帯が次の階層に認定された場合は、次表の徴収基準額とします。

(1)「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法に定める配偶者のない女子で、現に児童を扶養している及び

これに準じる父子世帯

(2)「在宅障害児(者)のいる世帯」 
ア 身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金等の受給者

階層 階層区分 乳児
１・２

歳児
３歳児

４・５

歳児

第２ 町民税非課税世帯 0 0 0 0 

第３ 所得割課税額 48,600 円未満 16,600 16,600 13,900 13,900 
※小学校就学前（０～５歳）の範囲において、最年長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以

降については無料とします。 

※満１８歳未満の子どもが３人以上いる場合、３人目以降の子どもの保育料は、３分の１になりま

す。 



平成27年度(27.4時点)

みどり 鍛冶屋－高岸 中‐① 7:54 8:21 0:27 16:00 16:11 0:11 12:30 12:41 0:11
あさか 奥中－糀屋 中‐② 7:58 8:20 0:22 16:00 16:16 0:16 12:30 12:46 0:16
四恩 西安田－東安田 中‐③ 8:02 8:18 0:16 16:00 16:06 0:06

鳥羽－豊部 加‐① 8:08 8:52 0:44 16:30 17:07 0:37 11:45 12:22 0:37
大袋－熊野部 加‐② 8:08 8:50 0:42 16:30 17:07 0:37 11:45 12:07 0:22
多田－山野部 加‐③ 8:03 8:37 0:34 16:30 16:59 0:29 11:45 12:14 0:29
片瀬－仕出原 八‐① 8:21 8:41 0:20 16:30 16:50 0:20 11:45 12:05 0:20
大屋－三室 八‐② 8:19 8:40 0:21 16:30 16:51 0:21 11:45 12:06 0:21
上三原－下三原 八‐③ 8:16 8:42 0:26 16:30 16:48 0:18 11:45 12:06 0:21

みどり 間子－高岸 中‐① 7:51 8:21 0:30 13:30 13:41 0:11
あさか 奥中－茂利 中‐② 7:58 8:20 0:22 13:30 13:43 0:13
四恩 坂本－西安田 中‐③ 7:57 8:18 0:21 13:30 13:37 0:07

山口－豊部 加‐① 8:24 8:52 0:28 13:30 13:44 0:14
西山－熊野部 加‐② 8:10 8:48 0:38 13:30 13:51 0:21
奥荒田－寺内 加‐③ 8:17 8:37 0:20 13:30 13:42 0:12
片瀬－仕出原 八‐① 8:21 8:41 0:20 13:30 13:50 0:20
坂本－三室 八‐② 8:23 8:40 0:17 13:30 13:48 0:18
上三原－下三原 八‐③ 8:17 8:42 0:25 13:30 13:50 0:20

利用者 利用率 利用者 利用率 利用者 利用率 利用者 利用率
みどり 鍛冶屋－高岸 59 12 20.3% 4 6.8% 16 13.6% 4 6.8%
あさか 奥中－糀屋 94 13 13.8% 9 9.6% 22 11.7% 9 9.6%
四恩 西安田－東安田 36 12 33.3% 1 2.8% 13 18.1%

鳥羽－豊部 24 16 66.7% 17 70.8% 33 68.8% 1 4.2%
大袋－熊野部 44 17 38.6% 12 27.3% 29 33.0% 0
多田－山野部 41 14 34.1% 6 14.6% 20 24.4% 0

計 109 47 43.1% 35 32.1% 82 37.6% 1 0.9%
片瀬－仕出原 46 11 23.9% 12 26.1% 23 25.0% 3 6.5%
大屋－三室 30 13 43.3% 13 43.3% 26 43.3% 2 6.7%
上三原－下三原 13 8 61.5% 7 53.8% 15 57.7% 1 7.7%

計 89 32 36.0% 32 36.0% 64 36.0% 6 6.7%
387 116 30.0% 81 20.9% 197 25.5% 20 5.2%

みどり 間子－高岸 22 7 31.8% 6 27.3% 13 29.5%
あさか 奥中－茂利 15 10 66.7% 9 60.0% 19 63.3%
四恩 坂本－西安田 2 2 100.0% 1 50.0% 3 75.0%

山口－豊部 6 6 100.0% 5 83.3% 11 91.7%
西山－熊野部 21 14 66.7% 11 52.4% 25 59.5%
奥荒田－寺内 9 5 55.6% 4 44.4% 9 50.0%

計 36 25 69.4% 20 55.6% 45 62.5%
片瀬－仕出原 21 9 42.9% 14 66.7% 23 54.8%
坂本－三室 13 12 92.3% 12 92.3% 24 92.3%
上三原－下三原 12 9 75.0% 10 83.3% 19 79.2%

計 46 30 65.2% 36 78.3% 66 71.7%
121 74 61.2% 72 59.5% 146 60.3%
508 190 37.4% 153 30.1% 343 33.8%合計
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市町名 経営 バス 月額利用料金(円)

西脇、重春、日野

比延、芳田、楠丘

桜丘の各幼稚園

双葉幼稚園(特養) 有
比延保育園 有
どれみ保育園 有 利用1回あたり200円や、

黒田庄保育園 有 月額3,000円～3,500円

芳田保育園 有
日野保育園 有
津万、西脇春日の各保育園

認定こども園西脇保育所

北条幼稚園

北条東こども園

賀茂、九会、別府

日吉、宇仁、泉の各幼児園

泉第三、北条西の各保育所

富田保育所 有 往復4,000円(片道は半額)

往復・片道に関係なく

　1人目は4,300円

　2人目は2,300円

＊利用しない園児も

　バス維持費として

　1,300円徴収(園外保育)

往復3,500円

片道2,000円

認定多聞、善防

の各こども園

北条保育園

社、福田の各幼稚園

社、米田、三草

鴨川の各保育園

東古瀬こども園

高岡育児園

椿山、正覚坊、泉、河高

東条、秋津、さくら

みやまの各保育園

たきの愛児園

加茂保育所

無

無

無

通園バス近隣市町の状況(Ｈ27.5月現在)

幼稚園・保育園名

加西市

西脇市

公立

私立

公立

私立

認定愛の光こども園

認定白竜こども園 有

多可町は、月額2,000円(往復)、片道は半額

無

無

加東市

公立

私立

無

有



平成２７年度 子ども・子育て会議での課題検討事項 

１．病児保育事業の検討 

・病児保育とは 

保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健全な育成を図ることを目的として、病気中に、家

庭や集団での保育が困難なお子さんを一時的に預かる。 

発熱、風邪、インフルエンザなどの児童を１日 1,500円～2,000円程度で預かる。 

おひさまにこにこクリニックから申し出あり。 

子育てを支援したい。特に母子・父子世帯を応援したい。 

・病後児保育は、平成２２年度から「みどり保育所」で５年間実施。 

・近隣市町では三木市、小野市、加西市、西脇市、丹波市が病児保育を実施しており、加東市と多

可町が実施していない。 

２．両キッズランドの民営化の本格検討開始 

・子ども・子育て支援事業計画では 

交付税算定が一本化される平成３３年４月（６年後）を視野に入れて民営化を検討する、とある。 

（P26） 

・多可町では民営化を視野に入れ、合併当初から保育士・幼稚園教諭の正職員の採用は行わず、嘱

託職員のみの採用を続けてきた。H27.3に１０人の嘱託保育士が退職、H27.4 には７人の嘱託保育士

しか採用できず、３人が確保できていない状況。 

・試算では、民営化したほうが明らかに経費の節減ができる。 

・まずは、子ども・子育て会議で検討していただき、あわせて保護者会、議会、教育委員会等と調

整を進めていく。 

・民営化の決定までに２年、事業者の公募に１年、民営化移行準備期間として１年、最短で４年か

かる。 

・公私連携幼保連携型認定こども園の考え方 

宍粟市の事例  ちくさこども園 
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